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門真市農業委員会定例総会議事録 

 

１ 日 時     令和５年８月１日（火）午前10時00分～午前10時10分 

２ 場 所     門真市役所 別館３階 第３会議室 

３ 議 長     寺内 隆史 

４ 署名委員 

４番：木原 早智子 委員 ６番：土井 清孝 委員 

 

５ 出席委員（８名） 

１番：川田 勉 委員   ２番：川田 雅彦 委員 ４番：木原 早智子 委員  

５番：寺内 隆史 委員  ６番：土井 清孝 委員 ７番：西川 敬治 委員 

８番：西口 猛 委員   ９番：西村 覚 委員 

  

６ 職務のため出席した者 

局長 ：髙田 隆慶 

局次長：吉田 武史 

主任 ：谷本 大輔 

主査 ：河坂 章志 

係員 ：森本 翔太 

  

 ７ 議案・報告等 

（１）報告第11号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出 

（２）報告第12号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出 

 

 

＜会議の詳細＞別紙のとおり
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令和５年８月１日（火）午前 10 時 00 分～午前 10 時 10 分 

農業委員会議事録 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

ただ今から令和５年第７回農業委員会総会を開催いたします。 

本日の委員会は、９名中８名の出席で、定足数に達しておりま

すので、成立しております。 

本日の議事録の署名委員でございますが、 

３番：川中 仲文 委員 

欠席のため、 

４番：木原 早智子 委員 

６番：土井 清孝 委員 

にお願いすることといたします。 

それでは、本日の議事に移ります。 

報告第 11 号「農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用

届出」についてです。それでは事務局説明願います。 

 

本件は、農地法第４条第１項第８号の規定による市街化区域内

の農地を農地以外のものにする届出があったことにつき、門真

市農地転用関係届出事務処理決裁に関する規程第３条の規定に

より、届出の受理を会長専決いたしましたので、同規程第４条

の規定により報告するものです。 

届出内容につきましては、報告第 11 号の議案書をご覧くださ

い。届出につきましては、１件でございます。 

申請書の写し、地図並びに現地調査時の写真等の資料につきま

しては、添付資料１ページから 10ページでございます。当該届

出地は、添付資料９ページの地図のとおりでございます。 

届出内容は、１ページのとおり転用の目的は駐車場であります。 

現地調査へは、事務局から谷本、森本が実施し、周辺への影響

はないものと判断いたしました。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。ただいまの説明について、何かご質問

はございませんか。 

質問がないようですので、次に移ります。 

報告第 12 号「農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用

届出」についてです。それでは事務局説明願います。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

木原委員 

 

 

 

会長 

本件は、農地法第５条第１項第７号の規定による市街化区域内

の農地を農地以外のものにするために権利移動を行う届出があ

ったことにつき、門真市農地転用関係届出事務処理決裁に関す

る規程第３条の規定により、届出の受理を会長専決いたしまし

たので、同規程第４条の規定により報告するものです。 

届出内容につきましては、報告第 12 号の議案書をご覧くださ

い。届出につきましては、番号１から２までの２件でございま

す。 

１件目についてであります。 

申請書の写し、地図並びに現地調査時の写真等の資料につきま

しては、添付資料 11ページから 20 ページでございます。 

当該届出地は、添付資料 18ページの地図のとおりに位置してお

ります。 

届出の内容は、所有権の移転であり、転用目的は宅地造成、道

路の新設となっております。 

現地調査は、農業委員会から巽前委員、事務局から谷本、森本

で実施し、周辺農地への影響はないものと判断いたしました。 

次に２件目についてであります。 

申請書の写し、地図並びに現地調査時の写真等の資料につきま

しては、添付資料 21ページから 31 ページでございます。 

当該届出地は、添付資料 28ページの地図のとおりに位置してお

ります。 

届出の内容は、所有権の移転であり、転用目的は住宅となって

おります。 

現地調査は、農業委員会から巽前委員、事務局から谷本、河坂

で実施し、周辺農地への影響はないものと判断いたしました。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございます。ただいまの説明について、何かご質問

はございませんか。 

  

 

写真について、どの方向から写真を撮ったのか、手書きでもい

いので記入いただけると助かります。分かりづらい写真も多い

ので。 

 

他に質問等ないようですので、本日の議題は以上とさせていた

だきます。それでは、委員会はこれで閉会いたします。ありが

とうございました。 
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